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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の進捗状況 

 

１．目標 

 

２．目標に対する進捗状況 

 

 

年次有給休暇の取得を促進し、労働者 1人あたり平均年次有給休暇取得日数を 6日

以上にする。 

2022年 4月 1日～2023年 3月 31日の労働者 1人あたり平均年次有給休暇取得日数

は 11.7日であった。 


